
雲南市立病院院内保育所運営業務委託仕様書 

 

１．業務名  雲南市立病院院内保育所運営業務  

 

２．契約期間  令和 7年 7月１日から令和 12年 6 月 30 日まで(5 年間) 

 

３．履行場所 

  (1) 所 在 地 島根県雲南市大東町飯田 49番地５ 

   (2) 構  造 鉄骨造 2階建１階部分（医師住宅を使用） 

   

４．業務内容 

（１）保育定員 15 名 

（２）保育対象 生後８週間～就学前の当院職員の子（正規・会計年度任用職員含む） 

（３）保育時間等 

      ①基本保育 午前 7時 30 分～午後７時 

      ②延長保育 実施しない 

      ③24 時間保育 週 2回程度、24時間保育に対応すること 

   ④一時保育   開所時間内で、定員の範囲内において一時保育に対

応すること。 

   （４）休所日 特に定めない。但し、利用者のいない日は休所可能とする。 

 

５．基本条件 

（１）法人等自らが保育業務を行うこと。 

（２）児童福祉法、児童福祉施設最低基準等、関係法令・通知を遵守すること。 

（３）認可外保育施設指導監督の指針（平成 14年 7月 12 日雇児発第 0712005 号厚生労働

省雇用均等・児童家庭局）に基づいて保育所運営を行うこと。 

（４）保育に従事する職員は、全員有資格者とすること。 

（５）保育に従事する職員数は、保育児の状況により適宜増減すること。 

（６）児童の事故が発生しないよう万全の対策を講じること。また、受託者は保育施設賠

償責任保険に加入すること。 

（７）消防法（昭和 23 年法律第 186 号）第 8条に規定する防火管理者を配置すること。

また防災・防犯のため、消火訓練・避難訓練を月1回以上計画的に実施し、その内容を記

録すること。また安全点検についても定期的に実施すること。 

（８）入所児童の健康管理を図るため、次に掲げる事業を実施すること。 

①入所児童の健康管理を記録し、保管する。 

②嘱託医による健診を年 2回、ぎょう虫卵検査を年 1回実施する。 

③SIDS（乳幼児突然死症候群）に対する知識を深め、その予防に努める。 

④入所児童の健康管理について、必要に応じ嘱託医およびかかりつけ医に相談の上、適

切に対応する。 

⑤児童虐待防止等に関する法律（平成１２年法律第 82 号）の規定を遵守し、児童虐待

の防止及び児童虐待の早期発見に努める。 



（９）家庭や地域との連携を図り、入所児童が健康的に、安全で情緒の安定した生活がで

きる環境を確保すること。 

（１０）給食は当院が用意する。（おやつ及び乳児のミルクについては別途協議する。） 

（１１）当院及び関係機関と連携を図り誠意をもって対応すること。 

（１２）個人情報の適切な保護を図ること。 

 

 ６．費用負担 

 費用負担については、下記のとおりとする。 

   （１）病院が負担する項目 

     ア）保育所運営業務委託料 

イ）業務遂行上必要な備品・遊具等 

ウ）給食に必要な食器・備品 

エ）施設・備品の修繕等の維持管理費用 

 

    （２）受託者が負担する項目 

     ア) 職員の健康管理及び教育訓練に係る費用 

イ）業務遂行上必要な光熱水費・通信費   

ウ）日常業務に必要な消耗品費および保育材料 

    エ) 損害賠償保険料 

その他上記に該当しない項目については、別途協議する。 

 

７．帳簿の管理 

 受託者は業務に必要な次の帳簿を備え管理すること。 

（１）保育台帳 

（２）保育日誌 

（３）身体の記録簿 

（４）入所児の出欠記録簿 

 

８．指示事項 

（１）受託者は業務の実施にあたり、配置した業務従事者の中から業務責任者正副各 1

名を定め病院に届け出ること。 

（２）受託者は業務従事者名簿（担当業務・氏名・年齢・住所を記載したもの）に写真と

業務に従事するために必要な資格を証明する書類を添付して、病院に提出すること。 

 なお、異動があった場合も同様とする。 


